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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の検査又は処理のためのシステム用に適合された基板支持ユニットであって、
　電子ビーム源と、
　基板を支持するように適合され、グランドに対して電気的に浮いている少なくとも１つ
の基板キャリア構造を含む、真空チャンバ内に提供された支持台と、
　基板キャリア構造をグランドと電気的に接続するように適合され、基板を基板キャリア
構造からアンロードした後に基板キャリア構造をグランドと電気的に接続するように構成
されるスイッチングユニットとを含む基板支持ユニット。
【請求項２】
　スイッチングユニットは、基板キャリア構造に電気的に接続するための少なくとも１つ
の第１端子と、グランドに電気的に接続するための少なくとも１つの第２端子と、スイッ
チングユニットを制御するための制御信号を受信するように適合された少なくとも１つの
制御端子を含む請求項１記載の基板支持ユニット。
【請求項３】
　支持台は、少なくとも１つの方向に基板キャリア構造を移動するように適合された少な
くとも１つの可動ステージを含み、可動ステージは、基板キャリア構造から電気的に絶縁
されている請求項１記載の基板支持ユニット。
【請求項４】
　支持台は、少なくとも１つの方向に基板キャリア構造を移動するように適合された少な
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くとも１つの可動ステージを含み、可動ステージは、グランドに対して電気的に浮いてい
る請求項１記載の基板支持ユニット。
【請求項５】
　基板の検査又は処理のためのシステム用に適合された基板支持ユニットであって、
　電子ビーム源と、
　基板を支持するように適合された少なくとも１つの基板キャリア構造を含む、真空チャ
ンバ内に提供された支持台であって、基板キャリア構造は電気的に浮いている支持台を含
み、支持台は基板キャリア構造を少なくとも１つの方向に移動させるように適合された少
なくとも１つの可動ステージを含み、可動ステージは基板キャリア構造から電気的に絶縁
されている基板支持ユニット。
【請求項６】
　基板の検査又は処理のためのシステム用に適合された基板支持ユニットであって、
　電子ビーム源と、
　基板を支持するように適合された少なくとも１つの基板キャリア構造を含む、真空チャ
ンバ内に提供された支持台であって、基板キャリア構造は電気的に浮いている支持台を含
み、支持台は基板キャリア構造を少なくとも１つの方向に移動させるように適合された少
なくとも１つの可動ステージを含み、可動ステージはグランドに対して電気的に浮いてい
る基板支持ユニット。
【請求項７】
　可動ステージは少なくとも２つのセグメントを含み、各セグメントは、共通の支持面を
一体で形成するそれぞれの基板キャリア構造を備える請求項３～６のいずれか１項記載の
基板支持ユニット。
【請求項８】
　ベースユニットを更に含み、基板キャリア構造はベースユニットから電気的に絶縁され
ている請求項１、２、５、６のいずれか１項記載の基板支持ユニット。
【請求項９】
　基板キャリア構造は、導電性材料から構成される請求項１、２、５、６のいずれか１項
記載の基板支持ユニット。
【請求項１０】
　基板キャリア構造をグランドから電気的に絶縁するための絶縁構造を更に含む請求項１
又は２記載の基板支持ユニット。
【請求項１１】
　基板を検査する又は処理するための方法であって、
　真空チャンバ内に設けられた基板キャリア構造上に基板を配置する工程であって、基板
キャリア構造はグランドに対して電気的に浮いている工程と、
　電子ビーム源から基板へ電子ビームを向けることによって、基板の検査及び処理のうち
の少なくとも１つを実行する工程と、
　基板を基板キャリア構造からアンロードする工程と、
　基板キャリア構造をグランドに電気的に接続する工程を含む方法。
 
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
（発明の分野）
　本発明の実施形態は、概して基板用の検査及び／又は処理システムと、基板を検査及び
／又は処理する方法に関し、特に、ガラス基板用の検査システムと、ガラス基板上の電子
構造を検査する方法に関する。特に、本発明は、フラットパネルディスプレイの製造にお
ける大面積基板用の統合された検査システムに関する。具体的には、実施形態は、静電放
電を低減させるためのアセンブリ、基板支持ユニット、基板上で電子デバイスを検査又は
処理するための装置、静電放電を低減させるための方法、及び大面積基板上で複数の電子
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デバイスを検査及び／又は処理するための方法に関する。
【０００２】
（関連技術の説明）
　フラットパネルディスプレイは、近年ますます一般的となり、ブラウン管ディスプレイ
の代替として広く使用されている。一般的には、異なるタイプのフラットパネルディスプ
レイを使用することができる。例えば、アクティブマトリクス液晶ディスプレイ（ＬＣＤ
）は、ディスプレイの一種である。更に、有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）又はプラズマディスプレ
イを含むディスプレイを使用することもできる。液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレ
イ、又はプラズマディスプレイは、高画質、軽量、要求電圧が低い、及び低消費電力など
、ブラウン管と比べていくつかの利点を有する。ディスプレイは、コンピュータモニタ、
携帯電話、テレビなどで多くのアプリケーションを有する。
【０００３】
　一般に、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ又はプラズマディスプレイに対して
は、基板上での画素要素の電子制御が提供される。例えば、アクティブマトリックスＬＣ
Ｄは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）アレイ基板とカラーフィルタ基板との間に挟まれた液
晶材料を含み、これによってフラットパネルディスプレイを形成する。ＴＦＴ基板は、各
々が画素電極に結合される薄膜トランジスタのアレイと、異なるカラーフィルタ部分と共
通電極を含むカラーフィルタ基板を含む。一定の電圧を画素電極に印加すると、画素電極
と共通電極の間に電界が生成され、その特定の画素に対して光が通過できるように液晶材
料を配向させる。
【０００４】
　ディスプレイの製造時において、フラットパネル基板の検査は、個々のピクセルの動作
可能性を判定するために必要である。電圧イメージング、電荷検出、電子ビーム検査は、
製造過程での欠陥を監視し、修理するために使用されるいくつかのプロセスである。例え
ば、電子ビーム検査中には、欠陥情報を提供するために画素の応答が監視される。電子ビ
ーム検査の一例では、一定の電圧が画素電極に印加され、電子ビームを調査対象の個々の
画素電極に向けることができる。画素電極領域から放出された二次電子が検出され、これ
によって電極電圧を決定する。他の検査手順が、ＬＣＤディスプレイ（例えば、ＴＦＴ）
、有機ＥＬディスプレイ、及びプラズマディスプレイのために提供される場合もある。一
般的に、検査手順のために、ディスプレイ又はディスプレイの一部を担持する基板が、検
査装置内又は上に配置される。
【０００５】
　処理装置の大きさだけでなくスループットは、フラットパネルディスプレイメーカーに
とって、財務的な観点及び設計の観点の両方から大きな関心事である。これにより、フラ
ットパネルディスプレイ、又はフラットパネルディスプレイ及びその他の大面積電子機器
用基板は、製造プロセスの歩留まりを低下させないように慎重に処理しなければならない
。８．５世代（Ｇ８．５）の現在のフラットパネルディスプレイ処理装置は、一般的に約
２２００ｍｍ×２５００ｍｍ以上の大面積基板を収容できる。大面積基板をハンドリング
する際に、欠陥の原因となる可能性のある静電放電が観測されている。より大型のディス
プレイ、増産、及び生産コストの削減に対する需要は、生産基準を満たすように見出され
た基板の歩留まりを向上させることができる改良された処理システム及び検査システムの
必要性を作っている。
【０００６】
　したがって、基板処理を改善することができる、大面積基板上で検査を実施するための
検査システム、及び大面積基板の検査方法が必要とされている。
【発明の概要】
【０００７】
　上記に照らして、独立請求項１に記載の基板支持ユニット、独立請求項１０に記載の基
板上で電子デバイスを検査する又は処理するための装置、及び独立請求項１３に記載の基
板のハンドリング方法が提供される。
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【０００８】
　一実施形態によると、基板支持ユニットが提供される。基板支持ユニットは、基板の検
査又は処理のためのシステム用に適合され、基板を支持するように適合された少なくとも
１つの基板キャリア構造を有する支持台を含み、基板キャリア構造はグランドに対して電
気的に浮いている。
【０００９】
　一実施形態では、基板を検査する又は処理するための装置が提供される。装置は、内部
に基板を配置するためのチャンバと、載置されたときに基板を支持するように適合された
少なくとも１つの基板キャリア構造を含む基板支持ユニットを含み、基板キャリア構造は
、グランドに対して電気的に浮いている。
【００１０】
　別の一実施形態では、基板を検査する又は処理するための方法が提供される。方法は、
チャンバ内に設けられた基板キャリア構造上に基板をロードする工程であって、基板キャ
リア構造はグランドから電気的に絶縁されている工程と、基板の検査及び処理のうちの少
なくとも１つを実行する工程と、基板を基板キャリア構造からアンロードする工程と、基
板キャリア構造をグランドに電気的に接続する工程を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の上述した構成を詳細に理解することができるように、上記に簡単に要約した本
発明のより具体的な説明を、実施形態を参照して行う。実施形態のいくつかは添付図面に
示されている。しかしながら、添付図面は本発明の典型的な実施形態を示しているに過ぎ
ず、したがってこの範囲を制限していると解釈されるべきではなく、本発明は他の等しく
有効な実施形態を含み得ることに留意すべきである。
【図１】本明細書に記載された実施形態を使用することができる検査システムを示す。
【図２】本明細書に記載されるような実施形態で使用することができる検査システムのよ
り詳細な図を示す。
【図３Ａ】～
【図３Ｃ】基板の検査中の静電電荷の発生を示す図である。
【図４Ａ】～
【図４Ｄ】静電放電を低減するための一実施形態に係る方法の工程を示す。
【図５】本明細書に記載の実施形態に係る検査システムの概略図を示す。
【図６Ａ】～
【図６Ｂ】本明細書に記載の実施形態に係る基板支持ユニットを示す。
【図７】本明細書に記載の実施形態に係る基板支持ユニットの詳細を示す。
【図８】本明細書に記載の実施形態に係る基板支持ユニットの詳細を示す。
【図９】本明細書に記載の実施形態に係る方法の工程を示すフローチャートを示す。
【図１０】本明細書に記載の実施形態に係る基板及び一般に検査された基板の検査中にお
ける静電電圧の変化（変動）を示す。
【図１１Ａ】～
【図１１Ｂ】リフトアップ（持ち上げ）時の基板支持間隔分布を示す。
【００１２】
　理解を促進するために、図面に共通する同一の要素を示す際には可能な限り同一又は同
様の参照番号を使用している。一実施形態で開示された要素を更なる説明なしに他の実施
形態に有益に組み込んでもよいと理解される。
【詳細な説明】
【００１３】
　本明細書で説明されるように、電子デバイス又は電子素子といった用語は、電極、回路
、ＴＦＴ、ディスプレイ、基板、特に誘電体基板（例えば、ガラス基板）上に提供される
１以上の導電層等を指す。このような電子デバイス又は素子は、液晶ディスプレイ、有機
ＥＬディスプレイ又はプラズマディスプレイのようなフラットパネルディスプレイ用に使



(5) JP 5876037 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

用することができる。
【００１４】
　本明細書中に記載の実施形態は、検査及び処理の様々なアプリケーションに使用するこ
とができる。簡単のために、以下では、電子ビームによるディスプレイの検査について述
べる。しかしながら、他の検査装置及び検査方法（例えば、光ビームによるもの）を、本
明細書に記載された実施形態で利用することもできる。本明細書に記載された他の実施形
態と組み合わせることができる更に別の実施形態によると、ＥＳＤ（静電放電）の電圧低
下は、基板が基板キャリア構造から及び基板キャリア構造へ移動するＰＶＤ又はＣＶＤ処
理ツール又はその他のＥＳＤにクリティカルなアプリケーションに応用することもできる
。
【００１５】
　更なる例として、本明細書に記載の実施形態は、ＡＫＴのＥＢＴ検査ツール（例えば、
ＥＢＴ　１５ｋｉ、２５ｋ、２５ｋｉ、４０ｋｉ、４９ｋ、５５ｋ、５５ｋｉ又は９０ｋ
）内に、及びＣＶＤ及びＰＶＤツール内に組み込む又はこれらの中で実行することができ
る。
【００１６】
　本明細書で使用する基板という用語は、例えば、誘電体材料（ガラスなど）、高分子材
料、又は上に電子デバイスを形成するのに適した他の基板材料で作られた大面積基板を一
般に指す。本願で示される実施形態は、空気圧シリンダ、油圧シリンダ、磁気ドライブ、
ステッピングモータ又はサーボモータ、ねじ型アクチュエータ、又は垂直移動、水平移動
、又はそれらの組み合わせを提供するその他のタイプのモーションデバイス、又は記載さ
れる動作の少なくとも一部を提供するのに適したその他のデバイスのうちの１つ又は組み
合わせが可能である様々なドライバ、モータ、及びアクチュエータを指す。
【００１７】
　本明細書中に記載の様々な部品は、水平及び垂直面内の独立した動きが可能であっても
よい。垂直は、水平面に直交する動きとして定義され、Ｚ方向と呼ばれる。水平は、垂直
面に直交する動きとして定義され、Ｘ又はＹ方向と呼ばれ、Ｘ方向はＹ方向に直交する動
き、及びその逆である。Ｘ、Ｙ、Ｚ方向は、読者の手助けとなるように、図面内において
必要なときに含まれる、方向の差し込み（インセット）によって更に定義される。これに
より、簡単な参照用に座標系が使用され、非直交であるその他の座標系、又は製造の不確
かさなどに照らして、直交座標系からわずかに逸脱したその他の座標系を、本発明に係る
実施形態のために提供することも可能であることを理解すべきである。
【００１８】
　図１は、検査システム１００の実施形態（例えば、大面積フラットパネル基板上に配置
された電子デバイスの動作可能性などの様々な特性を検査するために適合されたインライ
ン検査システム）を示す。例えば、現在の世代Ｇ８．５の２２００ｍｍ×２５００ｍｍ以
上に対して、大面積基板は、例えば、約１９２０ｍｍ×約２２５０ｍｍまでの及びこれを
超える寸法を有することができる。検査システム１００は、検査チャンバ１１０と、１以
上のロードロックチャンバ１２０Ａ、１２０Ｂと、複数の検査カラム１１５（図１では６
つが示されている）を含む。別の実施形態によると、１以上の検査カラム１１５は、容量
結合に基づく光変調器又は大面積基板上に配置された電子デバイスを検査するために適合
された任意のデバイスを含む荷電粒子ビームカラム（例えば、電子ビームカラム、光カラ
ム）であることができる。電子デバイスは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、電極、電極へ
の回路であることができる。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる
別の実施形態によると、電子デバイスは、フラットパネルディスプレイのピクセル又はサ
ブピクセルに応じて電荷を提供し、又は運ぶ。検査システム１００は、通常クリーンルー
ム環境内に配置され、１以上の大面積基板を検査システム１００へ及び検査システム１０
０から搬送するロボット機器又はコンベヤシステムなどの基板ハンドリング装置を含む生
産システムの一部であることが可能である。
【００１９】
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　１以上のロードロックチャンバ１２０Ａが検査チャンバ１１０の片側又は両側に隣接し
て配置され、ロードロックチャンバ１２０Ａと検査チャンバ１１０との間に配置されたバ
ルブ１３５Ａ、及びロードロックチャンバ１２０Ｂと検査チャンバ１１０との間に配置さ
れたバルブ１３５Ｂによって接続されることができる。ロードロックチャンバ１２０Ａ、
１２０Ｂは、通常クリーンルーム環境に配置される搬送ロボット及び／又はコンベアシス
テムによって、検査チャンバ１１０への及び検査チャンバ１１０からの、及び周囲環境へ
の及び周囲環境からの大面積基板の搬送を促進する。一実施形態では、１以上のロードロ
ックチャンバ１２０Ａ、１２０Ｂは、少なくとも２つの大面積基板の搬送を促進するよう
に構成されたデュアルスロットロードロックチャンバであることができる。デュアルスロ
ットロードロックチャンバの例は、２００４年１２月２１日に発行された米国特許第６，
８３３，７１７号（代理人整理番号第００８５００号）、及び“Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｓ
ｕｐｐｏｒｔ　ｗｉｔｈ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｒｏｂｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（統合化プ
ローバドライブを備えた基板支持体）」と題される２００６年１２月７日にＵＳ２００６
／０２７３８１５Ａ１号として発行された米国特許出願第１１／２９８，６４８号（代理
人整理番号第０１０１４３号）に記載されており、これらの出願が本開示と矛盾しない範
囲で、これらの両方を参照により本明細書内に援用する。
【００２０】
　いくつかの実施形態によると、ロードロックチャンバ１２０Ａは、入口ポート１３０Ａ
を通してクリーンルーム環境から基板を受けるように適合させることができ、一方、ロー
ドロックチャンバ１２０Ｂは、大面積基板をクリーンルーム環境へ戻すための選択的に開
く出口ポート１３０Ｂを有する。更に他の実施形態によると、各ロードロックチャンバが
基板をロード及びアンロードするように適合された１以上のロードロックチャンバを提供
することができる。ロードロックチャンバ１２０Ａ、１２０Ｂは、周囲の環境から密閉可
能であり、通常１以上の真空ポンプ１２２に結合されており、検査チャンバ１１０は、ロ
ードロックチャンバ１２０Ａ、１２０Ｂの真空ポンプとは別の１以上の真空ポンプ１２２
に結合可能である。大面積基板を検査するための電子ビーム検査システムの様々な部品の
例は、以前に参照として援用された“Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂｅａｍ　Ｔｅｓｔ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｗｉｔｈ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏ
ｄｕｌｅ（統合基板搬送モジュールを備えた電子ビーム検査システム）”と題される２０
０４年１２月２１日に発行された米国特許第６，８３３，７１７号（代理人整理番号第０
０８５００号）に記載されている。これにより、本明細書に記載の他の実施形態と組み合
わせることができる典型的な実施形態によると、ロードロックチャンバと検査チャンバが
同様の圧力に排気された後、チャンバ間の弁（スリット弁など）が開放され、ロボットに
接続されたエンドエフェクタは、検査チャンバからロードロックチャンバ内へ動き、基板
を持ち上げ、基板を運びながら検査チャンバ内へと引っ込む。その後、以下に詳細に説明
するように、検査チャンバ１１０内の支持台の基板キャリア構造の上方又は上に基板を配
置することができる。
【００２１】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる更に別の実施形態によると
、ロードロックチャンバ及び／又は検査チャンバは、ロードロックチャンバ及び／又は検
査チャンバ内で基板の一部を検査するための顕微鏡を有することができる。顕微鏡の例は
、２００６年３月１４日に出願された“Ｉｎ－Ｌｉｎｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂｅａｍ　
Ｔｅｓｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（インライン電子線検査システム）」と題される米国特許出願番
号第１１／３７５，６２５号（ＵＳ２００６／０２４４４６７）に記載されており、この
出願が本開示と矛盾しない範囲で、参照により本明細書内に援用する。
【００２２】
　いくつかの実施形態によると、検査システム１００は、図にＹ軸として示されるように
、単一方向軸に沿った検査シーケンスを通して、電子デバイスがその上に配置された大面
積基板１０５を搬送するように構成される。他の実施形態では、検査シーケンスは、Ｘ軸
とＹ軸に沿った動作の組み合わせを含むことができる。他の実施形態では、検査シーケン
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スは、検査カラム１１５と、検査チャンバ１１０内の支持台の可動ステージのいずれか一
方又は両方によって提供されるＺ方向の動作を含むことができる。基板１０５は、基板の
幅又は基板の長さのいずれかに沿って検査システム１００に導入することができる。検査
システム内での基板１０５のＹ方向の動きによって、システムの寸法は、基板１０５の幅
又は長さ寸法よりも若干大きくすることができる。
【００２３】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができるいくつかの実施形態による
と、図１に示されるように、１以上の電圧測定ユニット１６０を検査システム内に提供す
ることができる。したがって、いくつかの実施形態によると、電圧測定ユニットは、検査
システム内で基板の電圧の絶対値、すなわち、グランドに対する基板の電位を測定するた
めに適合される。電圧測定ユニット１６０は、異なる処理工程中に基板上の電位を測定す
るために使用することができる。これは、図３Ａ～図６に関連してより詳細に説明する。
【００２４】
　検査システム１００はまた、可動支持台、又は検査システム１００を介して少なくとも
Ｙ方向に動くように構成された少なくとも１つの可動ステージを有する支持台を含むこと
ができる。あるいはまた、コンベヤー、ベルトシステム、シャトルシステム、又は検査シ
ステム１００を通して基板１０５を搬送するように適合された他の適切な搬送手段によっ
て、検査システムを通して基板１０５を支持台と共に又は支持台無しで搬送することがで
きる。一実施形態では、これらの支持機構及び／又は搬送機構の何れも、１つの水平方向
軸に沿ってのみ動くように構成される。ロードロック１２０Ａ、１２０Ｂ及び検査チャン
バ１１０のチャンバ高さは、一方向輸送システムの結果として、最小化することができる
。検査システムの最小幅と組み合わせた高さの低減は、ロードロック１２０Ａ、１２０Ｂ
及び検査チャンバ１１０の容積をより小さくする。この容積の減少は、ロードロックチャ
ンバ１２０、１２５及び検査チャンバ１１０内のポンプダウン及び通気時間を短縮し、検
査システム１００の高いスループットを可能にする。単一方向軸に沿った支持台又はステ
ージの動きは、支持台をＸ方向に移動させるのに必要なドライブ（駆動部）を排除又は最
小化することもできる。
【００２５】
　本明細書に記載された実施形態によると、基板は、基板キャリア構造の上方に提供され
、基板と基板キャリア構造は、検査又は処理中に、基板の支持のために接触させられ、基
板が搬送チャンバに搬送される前（例えば、検査後のロードロックチャンバ）において、
基板と基板キャリア構造は再び分離する。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせる
ことができる別の実施形態によると、基板キャリア構造は、検査中に基板キャリア構造が
基板を搬送するもできる支持・搬送構造であることが可能である。更に別の代替修正形態
によると、基板と基板キャリア構造は、基板を移動させることによって、及び／又は基板
キャリア構造を移動することによって、接触させることができる。例えば、検査チャンバ
内に及び基板キャリア構造の上方に、基板を搬送することができる。その後、基板キャリ
ア構造は、基板を支持するように持ち上げられる。この代わりに又はこれに加えて、基板
が検査チャンバ内に及び基板キャリア構造の上方に搬送された後、基板は基板キャリア構
造上に下げられる。
【００２６】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができるいくつかの実施形態による
と、基板キャリア構造は、基板と接触する支持台の一部を形成していると考えることがで
きる。換言すると、基板は、支持台の基板キャリア構造上で触れる又は置かれる。したが
って、基板キャリア構造は、基板支持体を形成している。
【００２７】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができるいくつかの実施形態による
と、図２により詳細に示されるように、基板支持体又は支持台を提供することができる。
図２は、検査チャンバ２００の拡大断面図を示している。支持台は、第１ステージ２５５
と、第２ステージ２６０と、第３ステージ２６５を含む。３つのステージ２５５、２６０
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、及び２６５は、平面モノリス又は実質的に平面のモノリスであり、互いの上に積まれて
いる。一実施形態では、３つのステージ２５５、２６０、２６５の各々は、直交軸又は寸
法に沿って独立して動く。簡単のため及び説明を容易にするために、第１ステージ２５５
は、Ｘ軸に沿って移動するステージを表すものとして以下で更に説明され、下部ステージ
又はＸステージ２５５と呼ばれる。第２ステージ２６０は、Ｙ軸に沿って移動するステー
ジを表すものとして以下で更に説明され、上部ステージ又はＹステージ２６０と呼ばれる
。第３ステージ２６５は、Ｚ軸に沿って移動するステージを表すものとして以下で更に説
明され、Ｚステージ２６５と呼ばれる。
【００２８】
　下部ステージ２５５及び上部ステージ２６０の各々は、検査チャンバ２００の方向（姿
勢）に応じて、前後左右に移動することができる。言い換えると、下部ステージ２５５及
び上部ステージ２６０は両方とも、同じ水平面に対して直線的に移動するが、互いに直交
する方向に移動する。対照的に、Ｚステージ２６５は、垂直方向又は“Ｚ方向”に移動す
る。例えば、下部ステージ２５５は、“Ｘ方向”を左右に移動し、上部ステージ２６０は
、“Ｙ方向”を前後に移動し、Ｚステージ２６５は、“Ｚ方向”を上下に移動する。
【００２９】
　下部ステージ２５５は、第１駆動システム（この図では図示せず）を介してベース又は
ベースユニット２３５に結合されている。第１駆動システムは、下部ステージ２５５をＸ
軸に沿って直線的に移動させる。同様に、上部ステージ２６０は、Ｙ軸に沿って直線的に
上部ステージ２６０を移動させる第２駆動システム（この図では図示せず）を介して下部
ステージ２５５に結合されている。第１駆動システムは、基板の幅の少なくとも５０％、
Ｘ方向又は次元に基板テーブル２５０を移動させることができる。同様に、第２駆動シス
テムは、基板の長さの少なくとも５０％、Ｙ方向又は次元に基板テーブル２５０を移動さ
せることができる。駆動システムの様々な部品の例は、“Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂｅａｍ　
Ｔｅｓｔ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｔｒ
ａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅ（統合基板搬送モジュールを備えた電子ビーム検査システム
）”と題される２００４年１２月２１日に発行された米国特許第６，８３３，７１７号（
代理人整理番号第００８５００号）に記載されており、この出願が本開示と矛盾しない範
囲で、この出願を参照により本明細書内に援用する。
【００３０】
　図２に示されるように、検査チャンバ２００は、検査チャンバ２００の内外に基板２８
５を搬送するために、リフトフォークとして提供することができるエンドエフェクタ２７
０を更に含む。動作時には、エンドエフェクタ２７０は、基板をロードするために、検査
チャンバ２００からロードロックチャンバ１２０内に伸長可能である。同様に、基板がそ
の上にロードされるエンドエフェクタ２７０は、ロードロックチャンバ１２０に基板を搬
送するために、検査チャンバ２００からロードロックチャンバ１２０内に伸長可能である
。この搬送を支援するために、モーションデバイス（リニアアクチュエータ、空気圧シリ
ンダ、油圧シリンダ、磁気ドライブ、又はステッピング又はサーボモータなど）を、例え
ば、エンドエフェクタ２７０に結合することができる。一実施形態では、エンドエフェク
タ２７０は、エンドエフェクタ２７０を検査チャンバ２００の内外に移動可能にする一対
のベアリングブロック２７２を含む。
【００３１】
　図２は、均等に配置され、載置したときに基板２８５に接触支持する４本のフィンガー
を有するエンドエフェクタ２７０の一実施形態を示している。フィンガーの実際の数は、
設計的事項であり、操作される基板サイズに対して必要とされる適切なフィンガーの数を
決定する上で、当業者の技術範囲内にある。
【００３２】
　Ｚステージ２６５は、上部ステージ２６０の上面に配置されている。Ｚステージ２６５
は、検査チャンバ２００内の基板２８５に接触支持するように、基板キャリア構造によっ
て形成された平面又は実質的に平坦な上面を有することができる。Ｚステージ２６５は、
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Ｚステージ２６５の各セグメントが、エンドエフェクタ２７０のフィンガーに隣接して位
置するようにスロット化又はセグメント化されている。このようにＺステージ２６５とエ
ンドエフェクタ２７０は、同一水平面上で互いに入り込むことができる。この構成によっ
て、Ｚステージ２６５は、エンドエフェクタ２７０の上下に移動することができる。した
がって、Ｚステージ２６５のセグメント間の間隔は、エンドエフェクタ２７０のフィンガ
ーの幅＋クリアランスを確保するための一定の追加量に対応している。図２の断面図には
、５つのセグメントが示されているが、Ｚステージは、任意の数のセグメントを有するこ
とができる。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができるいくつかの実施
形態によると、各セグメントは、基板が載置される共通の支持面を形成する基板キャリア
構造又は基板キャリアをそれぞれ備えることができる。
【００３３】
　本明細書に記載されると組み合わせることができる別の実施形態によると、１以上のＺ
ステージリフト２７５は、Ｚステージ２６５を構成する各セグメントの裏側に結合されて
いる。各Ｚステージリフト２７５は、上部ステージ２６０内に形成されたチャネル内に配
置され、検査チャンバ２００内の粒子汚染を減らすために、ベローズ２７７が各Ｚステー
ジリフト２７５の周りに配置されている。Ｚステージリフト２７５は、垂直に上下に動き
、空気圧で又は電気的に作動可能である。ベローズ２７７は、リフト２７５の動きに応じ
て伸縮する。
【００３４】
　上述したように、基板は検査システムの検査チャンバ内にロードされる。これにより、
基板は、基板支持体（例えば、支持台の基板キャリア構造等）の上に下げることができる
。あるいはまた、基板を支持するように、基板支持体を持ち上げることができる。更に別
の実施形態によると、基板と基板支持体の動きを組み合わせることができる。図３ａは、
基板３８５が基板支持体３８０から離れているシナリオを示している。検査時には、図３
ｂに示されるように、基板３８５は基板支持体３８０によって支持され、これによって基
板３８５は、基板支持体３８０に接触する、又は基板支持体３８０の少なくとも一部に接
触する、又は基板のわずか上方に（例えば、エアクッションの上に）浮く。検査手順を終
えた後、検査チャンバから基板をアンロードするために、基板３８５と基板支持構造３８
０は、基板を垂直方向（ｚ方向）に互いに移動して離間する。これにより、基板のハンド
リング中に、過度の電圧が発生し、ディスプレイの電子素子又はディスプレイ全体を破壊
する可能性がある。特に、基板が持ち上げられ、ステージから離れる場合には、数千ボル
トに達する電圧が発生する場合がある。これは、基板３８５の上面３８６上の正電荷の数
が減った図３Ｃによって示されている。この現象は、特に検査チャンバ内で検査が実施さ
れた後、基板を接地することが一般的であるという事実に基づいて発生する可能性がある
。更に、上面の処理は、電荷分布に影響を与える可能性がある。
【００３５】
　静電電荷（ＥＳＣ）とも呼ばれる上記の電荷分布は、複数の要因（例えば、基板上の初
期電荷及びその分極）によって影響を受ける可能性がある。例えば、基板の一方の面には
、所定の処理中に荷電することができる。電荷の大きさは、誘電体基板に適用された処理
条件（例えば、ウェットエッチング、ドライエッチング、ＣＶＤ、ＰＶＤ、及びその環境
への基板の相互作用）に依存する。
【００３６】
　補償の目的のために、例えばイオナイザーによって、基板の他方の面に、反対極性の電
荷をもたらすことができる。その後、基板は分極する。しかしながら、電荷は互いに補償
し合うので、静的な電圧計による測定は、基板の静電電圧を全く又はほとんど示さないだ
ろう。これにより、プロセス依存性の電荷は、基板の検査前に存在するかもしれない。更
に、追加の電荷が摩擦電気効果により基板上にもたらされる可能性がある。更に、基板と
隣接部品との間の容量結合が、検査システムの幾何学的形状及び検査システムに使用され
る材料に応じて発生する可能性がある。このように、静電電荷は、基板上で実施された過
去及び現在の処理工程に基づいて変化する可能性があり、影響を与えるのは困難である。
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したがって、そのことに照らして、ＥＳＣは次のように発生する可能性がある。例えば、
上面３８６上に画素電極又はその他の導電性部品などのデバイス構造を有するガラス部分
を含む分極した誘電体基板が、基板支持体３８０から離れて（例えば、上昇した位置に）
配置される場合、基板上部の静電容量３９２及び基板下部の静電容量３９４は、上面３８
６と基板支持体３８０の間の距離及び下面３８８と基板支持体３８０の間の距離がそれぞ
れ同様であるため、同様の値をもっていると考えられる。更に、両方の面は、ほぼ同じ量
の電荷を有するが、極性が反対である。したがって、静電電圧は、基板上又は上面３８６
上においてそれぞれ測定されない、又はわずかな非破壊的な静電電圧が測定されるだけで
あろう。これは、図３Ａに示される。本明細書に記載の本発明の実施形態と組み合わせる
ことができるいくつかの実施形態によると、基板３８５と基板支持体３８０との間の距離
は、上昇位置で約１５ｍｍであることが可能である。本明細書に記載の他の実施形態と組
み合わせることができる実施形態によると、ガラス基板は、約０．７ｍｍの厚さを有する
ことができる。
【００３７】
　基板３８５が基板支持体３８０に近づくとき、例えば、基板支持体３８０上に基板３８
５を配置している間、図３Ｂに示されるように、誘電体基板３８５の底部又は下面３８８
は、電子デバイスが上に形成された上面３８６よりも基板支持体３８０にかなり近い。上
面３８６は、少なくとも基板の厚さだけ基板支持体３８０から離間している。下面３８８
と基板支持体３８０との間に小さな距離が残る場合がある。しかしながら、この距離は、
通常、基板の厚さよりも小さい。したがって、基板３８５の上部又は上面３８６と基板支
持体３８０との間に形成された静電容量３９４ｂは、基板３８５の下部又は底面３８８と
基板支持体３８０との間に形成された静電容量３９２ｂよりも小さい。基板支持体３８０
は、導電性材料で作られているので、反対極性のミラー電荷が、基板支持ユニット３８０
の上面で正電荷を形成するのに影響を与える可能性がある。ミラー電荷は、部分的に基板
３８５の下面３８８上の負電荷の電界を補う。この結果、基板３８５の上面及び下面３８
８上の電荷は、もはや互いに完全には補償せず、図３に示される実施形態で正である静電
電圧を検出することができる。これは、基板３８５が逆に分極された場合は、逆の電荷の
関係が確立されることは言うまでもない。
【００３８】
　検査中に、前述したように、プローババー又はプローバフレームは、基板３８５の上面
上の電子素子に接触する。プローババーは、一般的に、検査手順の前又は後で接地される
。これにより、基板３８５上の電子素子は、基板の前提条件に応じて、電荷キャリアの流
入又は流出を引き起こす接地電位に強いられる。その後、プローババーは、基板から切断
され、それ以上の電荷の流れは発生しない、すなわち、電荷量は一定に保たれる。
【００３９】
　基板をアンロードするための、その後の上昇位置では、図３Ｃを参照すると、基板３８
５は、例えば、所定の距離だけ基板支持体３８０から離間している。このような状況では
、静電容量３９２及び３９４は再びほぼ等しく、図３Ｂに示されるように、前の状態時、
すなわち、基板支持体３８０上への基板３８５の配置中よりも大幅に小さくなる。基板支
持体３８０からの距離の増加に起因して、基板支持体３８０を有する基板３８５の下面の
容量結合も大幅に低下し、これによってミラー電荷が基板支持体３８０内で影響されるこ
とは全く又はほとんど無い。下面３８８上の電荷とは対照的に、上面上の電荷は検査中に
大幅に変化するので、最大数千ボルトとなる可能性のある静電電圧を観測できる。これは
、上面上の電子素子を破壊する可能性のある静電放電を引き起こす可能性がある。両面上
の電荷は、リフトアップ時には変化しないことを理解すべきである。むしろ、基板支持体
との容量結合は減少し、それ故に、上面と下面の間の電荷の不均衡は、基板支持体３８０
内でミラー電荷の影響によってもはや相殺されない。リフトアップ時は、電荷が一定のま
まで静電容量が小さくなるので、上面３８６と基板支持体３８０との間の電圧と、下面３
８８と基板支持体３８０との間の電圧はそれぞれ増加し、したがって、これらの電圧差も
、数千ボルトまで増加する可能性がある。



(11) JP 5876037 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

【００４０】
　図３Ｃは、基板３８５の上面における一般的な電荷減少を示しているが、不均一な電荷
分布が発生する場合もある。これは、例えば、ＴＦＴディスプレイなどの同一デバイス内
又は隣接デバイス内で、上面に沿った横方向の放電につながる可能性がある。横方向の放
電もまた、大きな懸案事項である。特に分極したガラス基板は、ハンドリング時に高電圧
を生じるので重要である。
【００４１】
　静電放電を低減又は回避することによって、システムの歩留まりを高めるために、本発
明の実施形態は、本明細書に記載されるような帯電補償又は電荷ばらつきの低減を提供す
ることができる。図４Ａ～図４Ｄは、静電不均衡の発生を回避又は軽減するためのアプロ
ーチを示している。本明細書に記載される他の実施形態と組み合わせることができる別の
実施形態によると、主面の両方に反対極性の電荷を帯びた分極した誘電体基板４８５は、
基板支持体４８０（例えば、基板キャリア構造）に密着している。初期段階において、基
板４８５は、図３Ａに示された状況と同様に、ある距離だけ基板支持体４８０から離間し
ている。この状況では、一方で基板４８５の上面と基板支持体４８０との間に形成された
静電容量４９２と、他方で基板４８５の下面４８８と基板支持体４８０との間に形成され
た静電容量４９４は小さく、実質的に同じである。したがって、基板支持体４８０への容
量結合は小さい。
【００４２】
　図３の状況とは異なり、基板支持体４８０をグランド４９６から電気的に絶縁する静電
容量４９５によって、基板支持体４８０はグランド４９６から絶縁されている。したがっ
て、基板支持体４８０は、グランド４９６に対して浮いている。換言すれば、基板４８５
と基板支持体４８０との間のグランドマッチングが提供される。本明細書に記載の他の実
施形態と組み合わせることができる別の実施形態によると、静電容量４９５による基板支
持４８０の電気的絶縁は、約１ｎＦ～約１００ｎＦの範囲が可能である。本明細書に記載
の他の実施形態と組み合わせることができる別の実施形態によると、基板支持体４８０（
例えば、後述されるような基板キャリア構造）は、電気的な条件を調整するためのランプ
素子によって形成された独立したコンデンサによって、グランド４９６に電気的に接続す
ることができる。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる別の実施形
態によると、独立したコンデンサは提供されず、基板支持体４８０の設計を通して、例え
ば、基板に接触している基板支持体の一部からグランドへの導電性経路（オーミック接続
）を防ぐ絶縁手段をそれぞれ提供することにより、グランドへの容量性結合が確立される
。いずれの場合でも、グランドへの永続的な電気的な接続は形成されない。
【００４３】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる別の実施形態によると、ス
イッチングユニット４４０は、必要に応じて、基板支持体４８０をグランド４９６に一時
的に接続するために提供することができる。スイッチングユニット４４０は、静電容量４
９５をバイパスする。
【００４４】
　基板４８５が基板支持体４８０に近づくとき、すなわち、基板４８５と基板支持体４８
０との間の距離が小さくなるとき、上述のように静電容量４９２及び４９４は増加して４
９２ｂ及び４９４ｂになる。再び、ミラー電荷が基板支持体４８０に影響されるだろう。
しかしながら、基板支持体４８０は、静電容量４９５によってグランド４９６から分離さ
れている。これは、静電容量４９５が静電容量４９２ｂ及び４９４ｂと直列に電気的に接
続されていることを意味する。基板支持体４８０の容量性デカップリング（分離）のため
、基板４８５とグランド４９６との間の容量結合は低減する。これは、接地された基板支
持の場合のように、グランドに対する静電容量の上昇が有意に小さいことを意味する。更
に、電気的に浮いている基板支持体４８０の電位は、基板４８５が載置されると上昇し、
これは大きなミラー電荷の発生も低減する。
【００４５】
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　理論に堅苦しくなることは望まないが、基板とグランドとの間の合計静電容量Ｃを検討
する際に、接近時の静電容量変化の低減を示すことができる。基板４８５と基板支持体４
８０との間の静電容量がＣ１であり、基板支持体４８０とグランド４９６との間の静電容
量４９５はＣｇであると仮定する。すると、次の関係が適用される。
【数１】

【００４６】
　このように、合計静電容量Ｃの変化は、接地された基板支持体に対して減少し、したが
って、グランドに対する基板の電圧の変化も減少する。より詳細な検討では、基板の上面
とグランドとの間、及び基板の下面とグランドとの間の静電容量の変化をそれぞれ考慮に
入れている。しかしながら、両方の静電容量は、接地された基板支持体よりも浮いた基板
支持体に対してかなり小さい程度に変化することを、上記の関係は示している。したがっ
て、対応する静電電圧の変化も減少する。
【００４７】
　例えば、ＣｇがＣ１の範囲内で又はＣ１よりも小さくなるように適切に選択された場合
、合計容量Ｃは大体Ｃｇのようになる。これは、合計容量Ｃのわずかな変化が観測でき、
それゆえ、わずかな電圧変化も観測できることを意味する。Ｃ１の値は、以下の式にした
がって推定することができる。

【数２】

【００４８】
ただし、ε０は真空の誘電率、εｒは比誘電率、Ａは基板の面積、ｄは基板支持体から基
板の上面と下面の間のそれぞれの距離である。基板の下面全体は、通常基板支持体とは接
触していないので、基板支持体から基板の下面との間の距離は、平均距離ｄで近似するこ
とができる。例えば、基板支持体は、部分的な接触のみが提供されるように構造化された
表面を有することができる。例えば、表面はバーリング（節取り）を含むことができる。
更に、基板支持体の表面は、一定の粗さを有することができる。
【００４９】
　更に、静電容量の変化の減少に起因して、上面４８６上でデバイスをプロービングする
とき、電荷キャリアのほんのわずかな流入又は流出が発生し、これによって上面４８６上
の電荷は、実質的に一定のままである。これは、電荷キャリアの横方向の不均一な分布を
生成する又は高めるリスクも低減する。
【００５０】
　最後に、プローババーが基板４８０から切断され、更なる電荷の流れは起こらない。基
板４８５が基板支持体４８０から離れて上昇するとき、静電容量４９２ｂ及び４９４ｂは
、基板支持体４８０までの距離の増加に伴い低減し、それぞれ静電容量４９２及び４９４
と同様な値に到達する。電荷の変化は、静電電圧の発生を引き起こすが、より小さな程度
で引き起こす。２つの効果が、基板支持体４８０との距離の増加中における基板４８５の
電圧増加を削減する。Ａ）電荷の不均衡がプロービング時に発生しない又はごくわずかし
か発生しないので、ごくわずかな静電電圧が測定可能となる。Ｂ）たとえ少しの不均衡が
あったとしても、開始静電容量４９２ｂ及び４９４ｂと最終静電容量４９２及び４９４と
の間の比が、図３Ａ～図３Ｃに示されるように、永続的に接地された基板の場合よりもか
なり小さいので、顕著な基板電圧の上昇にはつながらない。例えば、その他は同じ条件の
下で、開始静電容量４９２ｂ及び４９４ｂと最終静電容量４９２及び４９４との間の比は
、分断された又は浮いている基板４８０に対してよりも接地された基板支持体３８０に対
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しては、それぞれ約１０倍以上であることが推定されている。この比率は、Ｃｇ４９５の
静電容量値を適切に選択することにより、影響を受ける可能性がある。両方の効果の結果
として、ここでは図示されないが、横方向の静電放電とチャンバ内の部品への静電放電の
両方が回避される。したがって、浮いている基板支持体４８０に対して、プローバによっ
て基板に接触している又はプロービング中の電荷の変化は、接地された基板支持体４８０
と比べて大幅に少なくなる。
【００５１】
　基板支持体４８０の電位は、次の基板を配置する前に、あらかじめ定義された条件を有
するスイッチングユニット４４０によって、グランドにリセットすることができる。この
目的を達成するために、スイッチングユニット４４０に基板支持体４８０をグランド４９
６と一時的に接続させるための制御信号を提供することができる。
【００５２】
　目的を説明するために、ハンドリング時のガラス基板の静電電圧の変化を示す図１０が
参照される。静電電圧は、例えば静的な電圧計で測定されるが、異なるハンドリングシー
ケンス（例えば、ロードロックからチャンバへの搬送（“Ｌ／Ｌ－ＣＨＡ”によって示さ
れる）、ガラス基板に対して基板支持体を上昇させることによって基板支持体（ステージ
）にガラス基板を接近させる（“ステージ上昇”によって示される）、ガラス基板を基板
支持体と接触させる（“接触”によって示される）、検査後にガラス基板に対して基板支
持体を下降させることによって基板支持体からガラス基板を取り除く（“ステージ下降”
によって示される）、チャンバからロードロックへガラス基板を搬送する（“ＣＨＡ－＞
Ｌ／Ｌ”によって示される））に対して測定された。
【００５３】
　図１０は、持ち上げてロードロックまで搬送する間に顕著な電圧増加が認められる接地
された基板支持体上のガラス基板と比較して、電気的に浮いている基板支持体上のガラス
基板に対する微小な電圧変化を示している。図１０に示されるように、浮いた基板支持体
（ステージプレート）を使用する場合、静電電圧は０Ｖ～５００Ｖの間を維持することが
できるが、接地された基板支持体又はステージプレート上にロードされた基板は、およそ
－２５００Ｖに達する電圧増加を示している。試験は両方のガラス基板に対して同じ条件
（例えば、同じガラスサイズ及び厚さ、同じチャンバ、及び分極したガラス基板へとつな
がる同じ初期処理条件）の下で行われた。
【００５４】
　横方向の電荷と電圧変化の発生の１つの理由は、リフティングフィンガー１１７１を有
するエンドエフェクタ１１７０によるガラス基板のハンドリングを示す図１１Ａ及び図１
１Ｂに示される。リフティングフィンガー１１７１は、基板１１８５との複数の点状の接
点を提供する。図１１Ａは、図１１Ｂ中のＡ－Ａ’線に沿った断面図を示しており、基板
支持体又は基板キャリア構造１１７５の上方の上昇位置にある基板１１８５を示している
。点状接触のため、基板１１８５は支持点間でたわむことができ、リフティングフィンガ
ー１１７１によって持ち上げたときに波状になる場合がある。したがって、基板１１８５
と基板支持体１１７５の間の距離は、横方向に変化する。静電容量はこの距離に間接的に
比例しているので、横方向の静電容量の変化が発生し、これは横方向の電圧変化を生成す
る。更に、エンドエフェクタ１１７０は、片側だけで支持することができ、これによって
その後の静電容量変化にもつながるエンドエフェクタ１１７０の反りが発生する場合があ
る。したがって、間隔分布は、大きな間隔の領域に比べて小さな間隔の領域間で静電容量
が異なることに起因する横方向の電圧差を引き起こす。更に、基板支持体の表面状態の変
化（例えば、粗さ及び材料）も、電圧変化に影響を及ぼす可能性がある。デバイス又はセ
ル内の電圧差は、基板支持体に対する基板の移動中にＥＳＤを引き起こす可能性がある。
数百～数千ボルト（例えば、５００Ｖ～６００Ｖ以上）の横方向の電圧変化が発生する可
能性があることを、測定は明らかにしている。
【００５５】
　図１１Ｂは、エンドエフェクタ１１７０によって持ち上げたときのガラス基板１１８５
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のトポロジカルマップを表している。基板１１８５とそれぞれのリフティングフィンガー
１１７１との間の接触点は、たわんだ領域が負の曲げとして示されるのに対して、正の曲
げとして観測可能である。
【００５６】
　静電容量の横容量の変化、ゆえにその結果として得られる静電電圧の横方向の変化は、
距離の変化が静電容量に大幅に影響を与えるリフティングプロセスの開始時に特に顕著で
ある。基板上の隣接するディスプレイ間で大きな横方向の電圧差が発生する場合がある。
【００５７】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、静電電
圧の横方向の変化は、本明細書で説明されているように、基板支持体がグランドから絶縁
されているときにも、大幅に削減することができる。再び、基板支持体のデカップリング
は、基板・基板支持体とグランドとの間で電気的に直列に接続されている静電容量を形成
する。
【００５８】
　図５は、ロードロックチャンバ１２０と検査チャンバ１１０を含む検査システムの概略
図を示す。いくつかの実施形態によると、１以上の検査カラム４１５、載置された基板上
に電子素子を接触させるためのプローバヘッド４３２を有するプローババー４３０のうち
の１以上の要素を提供することができる。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせる
ことができるいくつかの実施形態によると、プローバヘッド４３２をプローババー４３０
に取り付けることができ、異なる基板デザイン用に接触位置の位置合わせを可能にするた
めに、これらは可動である。更に別の代替の又は追加の修正形態によると、可変接触位置
を備えたプローバフレームを（例えば、再位置決め可能なプローバヘッド又は調節可能な
フレームバーの位置等を介して）提供することができる。
【００５９】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる更に別の実施形態によると
、電圧測定ユニット４６０を提供することができる。典型的には、別の実施形態によると
、電圧測定ユニットは、基板上の電圧の絶対値を測定するように適合することができ、例
えば、電圧測定ユニットは、静的な電圧計とすることができる。特定のオプションの実装
によると、電圧測定ユニットは、静的電圧を測定するために適合することができ、及び／
又は電気力線を測定するように適合することができる。例えば、振動圧電結晶は電気力線
を測定するために使用することができ、これによって基板上の絶対電圧を測定するために
使用することができる。
【００６０】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる更に別の実施形態によると
、電圧測定ユニット４６０は、検査システム内に固定して設置することができ、電圧測定
ユニット４６０は、検査システム内に着脱可能に設置することもでき、これによって検査
システムの設置時に、及び／又は異なる処理履歴、それゆえ異なる初期静電電荷を有する
新しい製品が初めて検査システム内で使用されるとき、電圧測定ユニットを使用すること
ができる。更に別の追加の又は代替の修正形態によると、電圧測定ユニットを検査チャン
バ内又は検査チャンバのハウジング内に設置することができる。更に別の修正形態による
と、例えば、提供されるロードロックチャンバの数に応じた１以上の電圧測定ユニットを
設けることができる。例えば、図１に示されるように、２つのロードロックチャンバが検
査チャンバのそれぞれの側に設けられている場合は、基板のロード後でアンロード前に基
板上の静電電圧を測定するために、２つの電圧測定ユニットを設けることができる。
【００６１】
　例えば、図１及び図２に示されるように、検査システム１００は、本明細書中に記載さ
れた方法を適用するために使用することができる。
【００６２】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、必要に
応じてアクティブ電圧補償を追加で適用することができる。アクティブ電圧補償は、例え
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ば、“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｖｏｌｔａ
ｇｅ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ（アクティブ電圧補償するための装置及び方法）”と題
されるＵＳ２０１０／００９７０８６として２０１０年４月２２日に発行された米国特許
出願第１２／５８２，９０９号に記載され、この出願は本開示と矛盾しない範囲で参照に
より本明細書内に援用される。簡単に言えば、検査中の電荷の流入又は流出は、検査後に
対応する反対電荷の流れによって補償される。この目的を達成するために、電圧測定ユニ
ット４６０（例えば、静電電圧計）は、支持体上に基板２８５を配置する前の初期電圧Ｖ
０と、支持体上に配置したときの電圧Ｖ１を感知する。検査中の電荷の流入又は流出は、
検査後に検査されたデバイスへＶ１に相当する電圧を印加することによって反転する。電
圧補償は、基板２８５を支持体から引き上げて離した後に、電圧Ｖ２を測定して、Ｖ０と
比較することで確認することができる。アクティブ電荷補償は、電圧測定ユニット４６０
及びプローバヘッド４３２と操作可能に接続されている制御ユニット４７０によって制御
することができる。
【００６３】
　上述したように、本明細書に記載の実施形態によると、静電電荷を生成する処理に対し
て、基板が載置されるときにグランドから基板支持体を電気的に切り離すことによって、
電荷の変動又は変化を効率的に減らすことができる。
【００６４】
　図６Ａ及び図６Ｂに関して、基板上で電荷の不均衡を回避するために配置された基板支
持ユニットの実施形態を説明する。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることが
できる実施形態によると、基板支持ユニット６００は、基板６８５を支持するための少な
くとも１つの基板キャリア構造６７５を有する少なくとも１つの支持台を含む。基板キャ
リア構造６７５は、グランド６４４から電気的に切り離されており、それゆえ、グランド
に対して浮いている。基板キャリア構造６７５の上面は、通常、大型の誘電体基板（例え
ば、ガラス基板）を保持するように適合されている。基板６８５が載置される基板キャリ
ア構造６７５の上面は、構造化することができる、又は構造化されていない平らな面にす
ることができる。構造化された表面は、典型的には、平面状の支持体を形成する。上面の
構造化は、溝又は他の構造を形成することを含んでもよい。基板キャリア構造６７５は、
例えば、溝を含むことができるアルミニウムステージプレートであってもよい。
【００６５】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板キ
ャリア構造６７５は、導電性材料（例えば、アルミニウム）、導電性プラスチック材料、
又は導電性セラミックスで構成されている。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせ
ることができる実施形態によると、基板キャリア構造６７５は、支持台の可動ステージ６
６５上に配置され、電気絶縁層６７０によってそこから絶縁されている。図６Ａに示され
る実施形態では、可動ステージ６６５は、Ｚステージであり、すなわち、ベースユニット
６３５によって支持されるドライブ又はＺリフト６６６によって上下方向に移動可能であ
る。本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、ステ
ージ６６５は、図６Ｂに示されるように、Ｘステージ又はＹステージ又は上述のステージ
のいずれかの組み合わせにすることができる。本明細書の他の実施形態と組み合わせるこ
とができる実施形態によると、支持台は、ステージ６６５、絶縁層６７０及び基板支持構
造６７５によって形成されたサンドイッチ構造を含むことができる。換言すれば、支持台
は、基板支持構造６７５の電気的絶縁を提供するように構成できる。
【００６６】
　図６Ａ及び図６Ｂにそれぞれ示されるように、絶縁層６７０もまた、基板キャリア構造
６７５と接地されているベースユニット間の電気的絶縁を提供する。絶縁層６７５は、テ
フロン（商標名）として市販されるポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、又はポリ
イミド（一例として、カプトン（商標名））などの材料から構成することができる。絶縁
層６７０の材料は、ガラス基板が処理及び検査中に供される処理条件に耐えるように、特
定のニーズに応じて選択することができる。例えば、絶縁層６７０は、１０００℃までの
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処理条件に応じた温度に耐えるように選択することができ、高真空状態に適している必要
がある。高温アプリケーション向けに、無機絶縁材料を使用することができる。本明細書
に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、絶縁層６７５は、
約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍの厚さを有することができる。当業者は、十分な電気的絶縁
が提供されている限り、他の厚さの値も使用可能であることを理解するであろう。
【００６７】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板キ
ャリア構造６７５は、スイッチングユニット６４０によってグランドに一時的に接続する
ことができる。実施形態によると、スイッチングユニット６４０は、基板キャリア構造６
７５に電気的に接続される第１端子６４１と、グランド６４４に電気的に接続される第２
端子６４２と、制御信号を受信するための制御端子６４３を含むことができる。スイッチ
ングユニット６４０は、典型的には、制御ソフトウェアを実行している制御ユニットによ
って制御される。図５に示されるような制御ユニット４７０を使用することができる。
【００６８】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、ステー
ジ６６５’は、図６Ｂに示されるようにセグメント化（分割）することができる。可動ス
テージ６６５’の各セグメントに基板キャリア構造６７５’を割り当てることができ、こ
れによって複数の基板キャリア構造６７５’が基板６８５を載置する共通の支持面を一体
で形成する。隣接するセグメント間のクリアランスは、上述したようにリフトフォークの
各フィンガーの挿入を可能にするように適合されている。
【００６９】
　図６Ｂは、３つのステージ（ベースユニット６３５に対してＸ方向（図６Ａの左右方向
）に移動可能な下部Ｘステージ６５５と、Ｘステージ６５５に対してＹ方向（図面に垂直
な方向）に移動可能な上部Ｙステージ６６０と、Ｙステージ６６０に対してＺ方向（図の
上下方向）に移動可能なＺステージ６６５’）を有する支持台も示している。
【００７０】
　図６Ａに示される実施形態とは異なり、基板キャリア構造６７５’は、Ｚステージ６６
５’と直接接触しており、すなわち電気的に接続されている。しかしながら、Ｚステージ
６６５’は、Ｚドライブ６６６をＹステージ６６０から絶縁する絶縁手段６６７によって
、Ｙステージ６６０から電気的に絶縁している。絶縁手段６６７は、ポリエーテルエーテ
ルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリイミド（例えば、カプトン（商標名））、又はＰＴＦＥ（例
えば、テフロン（商標名））などの任意の適切な材料で作ることができる。本明細書に記
載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、絶縁手段６６７は、Ｚ
ドライブ６６６を固定して保持するために十分な材料強度を提供する材料又は材料の組み
合わせで構成される。基板キャリア構造６７５’も、ベースユニット６３５から電気的に
絶縁され、したがって、図６Ｂのグランドからも絶縁されている
【００７１】
　Ｚドライブ６６６をＹステージ６６０から絶縁することによって、既存の処理及び検査
ツールは、浮いたステージ又は浮いた基板キャリア構造を有するツールを得ることもでき
る。例えば、ＰＥＥＫ製のネジなどの絶縁接続手段を使用することができる。更に、ナイ
ロンワッシャーは電気絶縁用に適していることが証明されている。
【００７２】
　図７に関連して、本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる更なる実
施形態が説明される。図７は、ブリッジ７７８によって互いに接続される複数の個別のセ
グメント７７７を含むセグメント化されたＺステージ７６５を示している。各Ｚステージ
セグメント７７７は、アルミニウム等の導電性材料で構成されており、絶縁層又は箔７０
０が上部に配置された上面を画定するフレームワークを含む。箔７７０は、基板キャリア
構造７７５が上部に配置されたフレームワークのすべての部分の上面を覆っている。本実
施形態では、基板キャリア構造７７５は、各々がそれぞれのＺステージセグメント７７７
に割り当てられた複数のステージプレートによって形成されている。図７では、Ｚステー
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ジセグメント７７７のフレームワーク構造と、更に箔を示すために、１つのステージプレ
ート又はステージセグメントが取り除かれている。隣接するＺステージセグメント７７７
の間の距離は、リフティングフォークのそれぞれのフィンガーのための十分な間隔を確保
するように設計されている。
【００７３】
　基板キャリア構造７７５のステージプレートは、例えば、ワイヤ又はケーブルによって
、互いに電気的に接続され、箔７７０によってＺステージセグメント７７７から電気的に
絶縁されており、すなわちステージプレートは浮いている。電気絶縁性を維持するために
、絶縁固定手段（例えば、非導電性のネジ）のみが、ステージプレートをＺステージセグ
メント７７７に固定するために使用される。しかしながら、基板キャリア構造７７５は、
グランドに一時的な電気的接続を可能にするために、スイッチングユニット７４０と接続
されている。スイッチングユニット７４０は、スイッチリレー又は任意の他の制御可能な
スイッチとして具現化することができる。本明細書に記載の更なる実施形態と組み合わせ
ることができる実施形態においては、スイッチングユニット７４０は、チャンバの外側に
、特に真空領域の外側に配置される。スイッチングユニット又はリレーを切り替える信号
は、基板を検査する又は処理するために使用される制御ソフトウェアによって制御するこ
とができる。
【００７４】
　更に、ステージプレートは導電性を有し、例えば、アルミニウムから作られることがで
きる。基板が載置されるステージプレートの上面は、構造化することができ、例えば、溝
を含むことができる。
【００７５】
　図８は、本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる更なる実施形態を
示している。基板キャリア構造８７５は、部分的に又は完全にＺステージから絶縁するこ
とができる。更に、Ｚステージドライブ８６６を含むＺステージは、適当な絶縁手段８６
７及び絶縁固定手段（例えば、ワッシャー、スペーサー、絶縁ネジ）によって、Ｙステー
ジ８６０から絶縁されている。再び、これはツールの活性化の再装備を可能にする。
【００７６】
　図９に関連して、本明細書に記載の実施形態に係る方法のプロセスを説明する。プロセ
ス９０２に示されるように、基板キャリア構造又はステージをグランドに電気的に接続し
、プロセス９０４に示されるように、所定の期間の後に、それをグランドから切断するこ
とによって、基板支持体（例えば、上記のような基板キャリア構造）をグランドに設定す
るオプションのプロセス９０２及び９０４を使用することができる。接続と切断は、上述
のような制御ユニットによって制御することができるスイッチングユニットによって提供
することができる。更なるプロセス９０６では、基板が検査又は処理のためにチャンバ内
にロードされ、その後、プロセス９０８において基板支持体上に配置される。チャンバ内
へのロード及び基板支持体上への配置は、上述のように又は他の任意の適切な処理によっ
て具現化することができる。その後、基板支持体上に配置された基板は、プロセス９１０
に示されるように、検査又は処理される。検査又は処理を終えた後、基板は、通常リフテ
ィングフォークによって、プロセス９１２において、基板支持体から分離され、その後、
プロセス９１４に示されるように、チャンバからアンロードされる。その後、基板支持体
は、プロセス９１６に示されるように、電気的条件をリセットするために、例えば、制御
可能なスイッチングユニットによって、グランドに電気的に接続される。基板支持体とグ
ランドとの間の電気的接続は、更なる基板がロードされようとする直前まで、維持するこ
とができる。これは、定義された初期電気的条件を確保する。電気的接続は、例えば、ス
イッチングユニットが制御信号を受信することによって遮断される。
【００７７】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板支
持ユニットは、ベースユニットを更に含み、基板キャリア構造は、ベースユニットから電
気的に絶縁されるように構成される。
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【００７８】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板キ
ャリア構造は、導電性材料で構成される。
【００７９】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板支
持ユニットは、基板キャリア構造をグランドと電気的に接続するように適合されたスイッ
チングユニットを更に含む。
【００８０】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、スイッ
チングユニットは、基板キャリア構造に電気的に接続するための少なくとも１つの第１端
子と、グランドに電気的に接続する少なくとも１つの第２端子と、スイッチングユニット
を制御するための制御信号を受信するように適合された少なくとも１つの制御端子を含む
。
【００８１】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、支持台
は、少なくとも１つの方向に基板キャリア構造を移動するように適合された少なくとも１
つの可動ステージを含み、可動ステージは、基板キャリア構造から電気的に絶縁されてい
る。
【００８２】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、支持台
は、少なくとも１つの方向に基板キャリア構造を移動するように適合された少なくとも１
つの可動ステージを含み、可動ステージは、グランドに対して電気的に浮いている。
【００８３】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、可動ス
テージは、少なくとも２つのセグメントを含み、各セグメントは、共通の支持面を一体で
形成するそれぞれの基板キャリア構造を備える。
【００８４】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板支
持ユニットは、グランドから基板キャリア構造を絶縁するための絶縁層又は絶縁手段など
の絶縁構造を更に含む。
【００８５】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板を
検査する又は処理するための装置が提供される。この装置は、内部に基板を配置するため
のチャンバと、載置されたときに、基板を支持するように適合された少なくとも１つの基
板キャリア構造を有する基板支持ユニットを含み、基板支持ユニットは、グランドから基
板キャリア構造を電気的に絶縁するように構成される。
【００８６】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、装置は
、チャンバに取り付けられた少なくとも１つのロードロックチャンバを更に含む。
【００８７】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、装置は
、基板上の電子素子を検査するためのものであり、チャンバは、検査チャンバであり、装
置は、基板内の電子素子を検査するための１以上の検査カラムを有する。
【００８８】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、１以上
の検査カラムは、電子ビーム検査システムであり、代替的又は追加的に、１以上の検査カ
ラムは、電子素子に容量的に結合するように適合された光変調器を含む光学検査システム
である。
【００８９】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、装置は
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トを更に含む。
【００９０】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、装置は
、基板キャリア構造上に置かれたときに基板と接触するためのプローバを更に含む。
【００９１】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、装置は
、電圧測定ユニットを更に含み、電圧測定ユニットは、基板上の電圧を測定するように適
合されている。
【００９２】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板を
検査する又は処理するための方法が提供される。方法は、チャンバ内に設けられた基板キ
ャリア構造上に基板を配置する工程であって、基板キャリア構造はグランドから電気的に
絶縁されている工程と、基板の検査及び処理のうちの少なくとも１つを実行する工程と、
基板を基板キャリア構造からアンロードする工程と、基板キャリア構造をグランドに電気
的に接続する工程を含む。
【００９３】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板キ
ャリア構造上にロードされたとき、基板は分極している。
【００９４】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、方法は
、基板を基板キャリア構造から所定の距離だけ離間して位置決めする工程と、基板キャリ
ア構造上の支持位置に基板を配置するために、基板及び基板キャリア構造のうちの少なく
とも１つを移動して、基板と基板キャリア構造の間の距離を縮める工程を含む、基板キャ
リア構造上に基板を配置する工程と、基板をプローバと接触させる工程と、基板を検査す
る又は処理する工程と、プローバと基板との間の接触を断つ工程と、少なくとも基板及び
基板キャリア構造のうちの少なくとも１つを動かして、基板と基板キャリア構造との間の
距離を大きくする工程を含む、基板をアンロードする工程とを含む。
【００９５】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、基板支
持ユニットが提供される。基板支持ユニットは、基板を検査する又は処理するためのシス
テムに適合され、基板を支持するための基板キャリア構造を含み、基板キャリアは、約１
００ｎＦ未満の容量を有する静電容量によってグランドから電気的に絶縁されている。
【００９６】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせることができる実施形態によると、スイッ
チングユニットは、基板キャリア構造から基板をアンロードした後に、基板キャリア構造
をグランドと電気的に接続するように構成される。
【００９７】
　上記は本発明の実施形態を対象としているが、本発明の他の及び更なる実施形態は本発
明の基本的範囲を逸脱することなく創作することができ、その範囲は以下の特許請求の範
囲に基づいて定められる。
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